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水道料金

多久市立病院使用料および手数料

一般家庭用

料金 使用水量
（ １ か月分）

改正前
（消費税 ５ ％）

改正後
（消費税 ８ ％）

基本料金
５ ㎥まで １，４７０ 円 １，５１２ 円

１０㎥まで １，９９５ 円 ２，０５２ 円

超過料金

１１～２０㎥ ２７３ 円 ２８０．８ 円

２１～３０㎥ ３１５ 円 ３２４ 円

３１㎥以上 ３３６ 円 ３４５．６ 円

手数料の種類 改正前
（消費税 ５ ％）

改正後
（消費税 ８ ％）

普通診断書 　１，０５０ 円 　１，０８０ 円

普通証明書 　　　５２０ 円 　　　５４０ 円

健康診断書 　１，０５０ 円 　１，０８０ 円

身体検査書 　２，１００ 円 　２，１６０ 円

各種免許・許可用診断書 　３，１５０ 円 　３，２４０ 円

交通事故用診断書 　３，１５０ 円 　３，２４０ 円

出生証明書、死産証明書 　３，１５０ 円 　３，２４０ 円

学校に発行する診断書 　　　５２０ 円 　　　５４０ 円

休職、復職用診断書 　２，１００ 円 　２，１６０ 円

死亡診断書 　３，１５０ 円 　３，２４０ 円

死体 ( 胎 ) 検案書 　５，２５０ 円 　５，４００ 円

業務用

料金 使用水量
（ １ か月分）

改正前
（消費税 ５ ％）

改正後
（消費税 ８ ％）

基本料金
１０㎥まで ２，５２０ 円 ２，５９２ 円

１１～２０㎥ ３３６ 円 ３４５．６ 円

超過料金

２１～３０㎥ ３５７ 円 ３６７．２ 円

３１～５０㎥ ３６７．５ 円 ３７８ 円

５１～１，０００㎥ ３８８．５ 円 ３９９．６ 円

１，００１～２，０００㎥ ２６２．５ 円 ２７０ 円

２，００１～３，０００㎥ ２１０ 円 ２１６ 円

３，００１㎥以上 ５２．５ 円 ５４ 円

水道料金については、毎月検針を行い翌月に請求しています。
４ 月検針分については、消費税 ５ ％で請求いたします。５ 月検針分の水道料金からは消費税 ８ ％での請求となります。

市立病院の手数料が以下のように改正されます。
なお、特別室使用料の詳しい内容は、市立病院に問い合わせください。

１円未満の金額はすべて合算し、合算後に発生した１
円未満の金額を切り捨てます。

２０１４ 年 ４ 月から消費税の引き上げに伴い、昨年 １２ 月に公共料金の改正などが市議会で審議され可決されました。
これにより ４ 月から改正される公共料金については、次のとおりとなっています。

特　　　集

４ 月から消費税の引き上げにより
公共料金などが改正されます

■問い合わせ　水道課 管理係　☎７５−３００３

■問い合わせ　多久市立病院　☎７５−２１０５

３ 月 １ 日 ４ 月 １ 日 ５ 月 １ 日

５ ％

３ 月分検針 ４ 月分検針

４ 月分（ ５ 月に請求）まで
５ ％請求

５ 月分（ ６ 月に請求）から
８ ％で請求

手数料の種類 改正前
（消費税 ５ ％）

改正後
（消費税 ８ ％）

生命保険関係診断書

簡単なもの　　　５，２５０ 円
簡単なもの　　　５，４００ 円

複雑なもの　　１０，５００ 円
複雑なもの　　１０，８００ 円

司法関係診断書

簡単なもの　　　５，２５０ 円
簡単なもの　　　５，４００ 円

複雑なもの　　１０，５００ 円
複雑なもの　　１０，８００ 円

各種年金関係診断書 　４，２００ 円 　４，３２０ 円

身体障害者用診断書 　３，１５０ 円 　３，２４０ 円

障害保険用診断書 　５，２５０ 円 　５，４００ 円

恩給診断書 　３，１５０ 円 　３，２４０ 円

特殊診断書 　５，２５０ 円 　５，４００ 円
※手数料は各１通の金額です。


